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配偶者等からの暴力 
特 
集 

性

別

年

齢

別

4.3%

2.5%

6.1%

53.0%

48.5%

57.6%

42.7%

48.9%

36.2%

合計（ｎ=466)

男性（ｎ=237）

女性（ｎ=229）

センターがあることも知ってい るし、ど の施設がセンターかも知ってい る
センターがあることは知ってい るが、ど の施設がセンターなのかは知 らない
まっ たく知らなかっ た

2.7%

3.0%

1.2%

2.4%

9.8%

37.3%

41.6%

63.9%

56.0%

62.6%

60.0%

55.4%

34.9%

41.7%

27.6%

20代（ｎ=75）

30代（ｎ=101）

40代（n=83）

50代（n=84)

60代以上（ｎ=123）

全　体

Ⅳ 被害者の自立支援のために 
１．都の配偶者暴力相談支援センターの認知度 
 

 

 

 

図表Ⅳ－１－１ 都の配偶者暴力相談支援センターの認知度（性別、年齢別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
注：都政モニターは、インターネットが使える 20 歳以上の都内在住者を対象に公募し、性別、年代、地域等を考慮して
500 人を選任している。 

 
資料：東京都生活文化スポーツ局「平成 19 年度第 6回インターネット都政モニターアンケート結果」 

東京都の配偶者暴力相談支援センター（以下「センター」）の認知度は、「センターがあることも知
っているし、どの施設がセンターかも知っている」4.3％と「センターがあることは知っているが、
どの施設がセンターなのかは知らない」53.0％を合わせ、57.3％である。 
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配偶者等からの暴力

特 
集 

(ｎ=597)

民間シェルター
20.1%

婦人保護施設
4.7%

回答なし
0.8%

母子生活
支援施設

16.6%

婦人相談所
52.4%

その他
3.2%

その他の
公的施設

2.2%

２．家を出てから最初に利用した施設 
 

 

 

図表Ⅳ－１－２ 家を出てから最初に利用した施設（全国） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
注１：配偶者等から暴力を受けた者で、現在自立して生活している者、又は自立に向けて生活している者を対象に調査 
注２：宿泊設備のある施設（婦人相談所、民間シェルター（注３）等）を一時的に利用したと回答した 597 人に、最初に

利用した施設について尋ねた。 
注３：民間シェルターとは、民間の団体等が自主的に運営し、暴力から避難する必要がある被害者とその子供などの保護

を行っている施設 
 

資料：内閣府「配偶者からの暴力の被害者の自立支援等に関する調査」（平成 18 年度） 

配偶者暴力の被害者が家を出てから最初に利用した施設は、「婦人相談所」が 52.4％で最も多く、
次いで「民間シェルター」が 20.1％となっている。 
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配偶者等からの暴力 
特 
集 

複数回答　(ｎ=348)

回答なし

3.7%

その他

3.4%

配偶者等

(加害者)の

もとへ戻っ た

3.2%

民間シェルターに

入所した

5.2%

母子生活

支援施設に

入所した

36.2%

友人、知人宅に

身を寄せた

0.3%

公的賃貸住宅に

入居した

4.6%

民間賃貸住宅に

入居した

30.7%

実家、親戚宅に

身を寄せた

9.5%

婦人保護施設に

入所した

3.2%

別の施設に

     入所

     44.6%

３．宿泊設備のある施設を出た後の状況 
 

 

 

 

 

図表Ⅳ－１－３ 宿泊設備のある施設を出た後の状況（全国） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
注１：配偶者等から暴力を受けた者で、現在自立して生活している者、又は自立に向けて生活している者を対象に調査 
注２：宿泊設備のある施設（婦人相談所、民間シェルター等）を過去に利用したことがあると回答した 348 人に、施設を

出た後の状況について尋ねた。 
 

資料：内閣府「配偶者からの暴力の被害者の自立支援等に関する調査」（平成 18 年度） 

被害者が一時的に利用した宿泊設備のある施設を出た後の状況をみると、「母子生活支援施設に入
所した」が 36.2％で最も多く、次いで「民間賃貸住宅（アパートなど）に入居した」が 30.7％と
なっている。施設を出た後、別の施設（母子生活支援施設、婦人保護施設、民間シェルター（ステ
ップハウスを含む））に入所した割合は、合計で 44.6％となっている。 
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配偶者等からの暴力

特 
集 

(ｎ=728)

20～25万円
未満
6.3%

10～15万円
未満
35.3%

30万円以上
1.4%

5～10万円
未満
21.7%

5万円未満
9.5%

25～30万円
未満
1.9%

15～20万円
未満
16.8%

無回答
7.0%

４．月収 
 

 

 

 

図表Ⅳ－１－４ 月収（生活保護や児童扶養手当なども収入に含める）（全国） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
注１：配偶者等から暴力を受けた者で、現在自立して生活している者、又は自立に向けて生活している者を対象に調査 
注２：配偶者等と離れて生活していると回答した 728 人(生活を共にしたことがない人は除く)に現在の１か月当たりの収

入について尋ねた。 
 

資料：内閣府「配偶者からの暴力の被害者の自立支援等に関する調査」（平成 18 年度） 
 

配偶者と離れて生活している人の月収（生活保護や児童扶養手当なども収入に含める）をみると、
１か月あたり「10～15万円未満」が 35.3％と最も多く、次いで「5～10万円未満」が 21.7％であ
る。 
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配偶者等からの暴力 
特 
集 

手

続

子

供

住

居

就

労

経

済

面

健

康

裁

判

･調

停

相

手

支

援

者

そ

の

他

（ｎ=728)

10.4%

18.7%

27.1%

27.5%

36.7%

26.6%

9.8%

11.4%

54.9%

15.8%

25.0%

52.6%

52.9%

20.5%

34.1%

17.7%

21.7%

48.9%

14.0%

33.8%

33.7%

22.3%

48.1%

2.7%

23.8%

27.2%

24.2%

20.5%

15.4%

6.3%

24.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

公的施設に入所できない

民間賃貸住宅に入居できない

公的賃貸住宅に入居できない

民間賃貸住宅に入居す るため の 保証人が いない

適当な就職先が 見つか らない

就職に必要な技能が ない

ど の よう に就職活動をすればよいかわか らない

就職に必要な保証人が いない

当面の 生活をするため に必要なお金が ない

生活保護が 受けられない

児童扶養手当が もらえない

健康保険や年金など の 手続が めんどう

住所を知られないよう にす るため住民票 を移せ ない

自分の 体調や気持ち が 回復していない

お金が なくて病院 での 治療等を受けられない

子供の 就学や保育所に関す ること

子供の 問題行動

子供を相手の もとか ら取り戻す ことや子供 の 親権

裁判や調停 に時間やエネルギ ー、お金を要す る

保護命令の 申し立て手続 が 面倒

相手が 離婚に応じてくれない

相手か らの 追跡や嫌 がらせが ある

相手が 子供との 面会を要求す る

相手が 怖くて家に荷物を取りに行けない

母国語が 通じない

公的機関等の 支援者か ら心ない言葉 をか けられた

どうす れば自立して生活 できるの か情報 が ない

相談できる人が 周りにいない

新しい環境 になじめない

その 他

無回答

複数回答

５．配偶者等と離れて生活を始めるにあたっての困難 
 

 

 

 

図表Ⅳ－１－５ 配偶者等と離れて生活を始めるにあたっての困難（全国） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注１：配偶者等から暴力を受けた者で、現在自立して生活している者、又は自立に向けて生活している者を対象に調査 
注２：配偶者等と離れて生活していると回答した 728 人(生活を共にしたことがない人は除く)に尋ねた。 

 
資料：内閣府「配偶者からの暴力の被害者の自立支援等に関する調査」（平成 18 年度） 

配偶者等と離れて生活を始めるにあたっての困難について見ると、「当面の生活をするために必要
なお金がない」が 54.9％と最も多く、次いで「自分の体調や気持ちが回復していない」が 52.9％、
「住所を知られないようにするため住民票を移せない」が 52.6％となっている。 
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配偶者等からの暴力

特 
集 

住宅確保に

関す る支援

56.6%

12.5%

5.8%

6.7%

51.9%

10.6%

7.6%

11.3%

42.3%

42.9%

19.2%

37.1%

11.8%

45.6%

18.0%

30.2%

30.2%

36.3%

15.2%

57.8%

13.9%

6.9%

7.7%

5.2%

18.0%

32.0%

33.7%

38.6%

18.1%

35.3%

30.8%

42.3%

34.8%

28.7%

16.9%

22.5%

24.3%

21.3%

30.2%

19.0%

37.1%

29.8%

25.1%

18.3%

47.7%

30.4%

54.8%

26.6%

7.7%

20.5%

15.5%

19.5%

6.6%

20.1%

25.4%

17.0%

23.1%

11.0%

11.7%

9.1%

26.4%

17.6%

28.4%

9.2%

15.4%

14.7%

17.6%

18.3%

15.4%

20.9%

7.7%

21.2%

14.6%

30.4%

31.2%

32.8%

19.9%

30.9%

28.3%

32.6%

28.0%

20.6%

21.4%

23.8%

28.2%

22.8%

29.3%

24.0%

28.0%

23.6%

24.7%

24.5%

33.4%

28.3%

36.3%

30.1%

20.7%

21.8%

1.2%

13.2%

32.8%

2.6%

0.7%

0.3%

1.0%

2.7%

2.3%

1.6%

1.5%

2.2%

0.3%

1.2%

1.9%

1.8%

2.9%

0.5%

2.3%

3.2%

3.4%

2.3%

4.7%

3.2%

10.0%
10.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

公的施設へ の 入所

民間賃貸住宅の 斡旋、紹介

公的賃貸住宅へ の 入居

民間賃貸住宅の 契約時の 身元保証

ハローワーク等での 職業紹介や相談

パソコン操作など の 職業訓練

母子家庭等就業・自立支援センターにおける支援

就職す る際の 身元保証

当座の 生活資金の 貸付

生活保護の 受給

児童扶養手当の 受給

国民健康保険等へ の 新たな加入

住民基本台帳の 閲覧等の 制限

心理カウンセラー等によ るカウンセリング

診療代やカウンセリング費用の 補助、立替え

子供の 学校や保健所 に関す る支援

児童相談所等での 子供へ の カウンセリング

裁判費用や弁護士費用等 の 補助、立替え

保護命令申立書等の 作成支援

警察によ る防犯指導等

相手が 子供と面会す る際の 立会い

相手の 家に荷物を取りに行く際の 同行

母国語によ る通訳

自助グループなど での 精神的支援や情報交換

支援センター、婦人相談員等によ る情報提供

利用した 利用を申し込んだ が 、実現しなかっ た

利用す る必要はなかっ た 知らなかっ た･利用できるものが なかっ た
無回答

就労に

関する支援

経済的な

支援

手続きに

関する支援

健康に

関す る支援

子供に

関する支援

裁判・調停に

関す る支援

相手との 対応に

関す る支援

その 他の 支援

(n=728)

６．これまでに利用した支援 
 

 

 

 

図表Ⅳ－１－６ これまでに利用した支援（全国） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
注１：配偶者等から暴力を受けた者で、現在自立して生活している者、又は自立に向けて生活している者を対象に調査 
注２：配偶者等と離れて生活していると回答した 728 人(生活を共にしたことがない人は除く)に尋ねた。 

資料：内閣府「配偶者からの暴力の被害者の自立支援等に関する調査」（平成 18 年度） 

これまでに利用した支援をみると、「利用した」支援は「支援センター、婦人相談員等による情報
提供」が 57.8％と最も多い。これに対して「知らなかった・利用できるものがなかった」支援は「診
療代やカウンセリング費用の補助、立替え」28.4％、「住民基本台帳の閲覧等の制限」26.4％であ
った。 
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配偶者等からの暴力 
特 
集 ７．被害者が今後受けたいと思う支援 

 

 

 

 

図表Ⅳ－１－７ 被害者が今後受けたいと思う支援（全国） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注１：被害者を孤立させないための支援とは、保護施設を退所した後でも相談しやすい体制、地域の自助グループなどに

よる支援などを指す。 
注２：婦人保護施設及び母子生活支援施設に入所しいている配偶者からの暴力の被害者を対象に調査 
 

 
資料：総務省「『配偶者からの暴力の防止等に関するアンケート調査』結果報告書」（平成 20 年 8月） 

被害者が今後受けたいと思う支援は、「公営住宅への入居、身元保証などの住宅の確保に関する支
援」が 73.2％と最も多く、次いで「被害者を孤立させないための支援」が 59.1％、「生活保護、児
童扶養手当などの経済的な支援」が 56.6％と続いている。 

複数回答　（ｎ=993)

73.2%

59.1%

56.6%

55.4%

49.7%

43.1%

40.3%

34.5%

33.3%

32.0%

31.7%

29.7%

4.7%

1.7%

1.2%

22.3%

0 20 40 60 80 100

公営住宅へ の入居、身元保証など の
　　　　　　　住宅の確保に関する支援

被害者を孤立させない ため の支援（注1）

生活保護、児童扶養手当
　　　など の経済的な支援

被害者が受けられる様々な支援
　　　に関する情報の提供、助言

子供に対する学習支援、
　　　カウンセリングなど

子供の転校先や居住地など の
情報の適切な管理に関する支援

職業紹介、職業訓練など の
　　　　　就職に関する支援

医療保険や国民年金 に関する相談

医師・カウンセラーなど による
　　医学的・心理学的な支援

住民基本台帳の閲覧など の
　　　　　　制限に関する支援

離婚調停手続きについて の相談、弁護士
　　　　　　による法律相談窓口の紹介など

関係機関へ の同行など の支援

保護命令申立書など の作成支援

その他

特に受けたい支援はない

わか らない

（％）
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配偶者等からの暴力

特 
集 

３つまでの複数回答　（ｎ=466)

56.4%

53.2%

37.6%

37.6%

26.6%

22.3%

21.0%

18.7%

7.3%

2.6%

2.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

被害者を一時的に保護する施設の増設

相談窓口の増加

配偶者暴力の実態を周知するなど の啓発

　　　　　　　　生活保護、子供の就学など
配偶者暴力被害者へ の自立支援の充実

被害者支援をする職員や警察や医師など の
関係者の意識向上のため の研修等の充実

　　　　　　　　　　　　　民間の被害者支援団体
（シェルター、自助グループ注2など）へ の支援

加害者に対する教育等の充実

恋人同士に起こる暴力（デートDV）
　　　　　防止など若年層へ の教育

男性被害者の相談窓口の充実

その他

わか らない

８．今後必要だと思う事業 
 

 

 

 

 

図表Ⅳ－１－８ 今後必要だと思う事業（都） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注１：都政モニターは、インターネットが使える 20 歳以上の都内在住者を対象に公募し、性別、年代、地域等を考慮し

て 500 人を選任している。 
注２：「自助グループ」とはかつて被害者だった人などが自主的に集まり運営するグループを指す。 

 
資料：東京都生活文化スポーツ局「平成 19 年度第 6回インターネット都政モニターアンケート結果」 

 

配偶者暴力対策として今後必要だと思われる事業についてみると、「被害者を一時的に保護する施
設の増設」が 56.4％と最も多く、次いで「相談窓口の増加」が 53.2％、「配偶者暴力の実態を周知
するなどの啓発」と「生活保護、子供の就学など配偶者暴力被害者への自立支援の充実」がそれぞ
れ 37.6％となっている。 




